
Ⅲ 事業運営に関する計画

井111
ひとgまち・ときをつなぐ絆をつむぐふるさと

健幸創造都市 草津に相応しい「なごみの郷」に向けて

1協働コーデイネーターとして地域の健幸創造に貢献します

草津市草津市は平成28年『健幸都市宣言」を行い、ウエルビー

イングシテイを目指すことを表明しました。誰もが生きがいを

もち健やかで幸せになれる“健幸都市づくり"を推進し、令和3

年に策定された「第6次車津市総合計画」において新しい将来

ビジョンとして、「ひと。まち。ときをつなぐ 絆をつむぐ ′S、る

さと 健幸創造都市 草津」を掲げ、まちづくりに取り組んでい

ます。

なごみの郷は、このビジヨンを象徴する、健康増進と地域コ

ミュニテイ創生の役割を担う施設であると認識しています。

も

と

私たちは、この施設がこれまで以上に市民に愛され、地域の絆

を育み、高齢者を始めた世代の人が生き生きとした時間を過

ごすことのできる施設の実現を目指し、地域と一体となつた協

働コーデイネーター役として事業を推進して、多世代の交流や

憩いの場と時間の提供、健康寿命延伸など、士也域活性化に最

大限貢献・寄与してまいります。
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Ⅲ-1.管理運営の理念

日豊富な運営実績を活かして
コーディネーターとして地域と連携

当共同事業体は、指定管理の実績豊富な

代表企業となる運営企業『株式会社

linnkworks」 と同じく指定管理の実績

豊富な管理企業「菱サ・ビルウェア」が連

携した業務実行力の高い実施体制により、

本事業の目的を確実に実現します。

また共同事業体以外の地元企業や近隣の

同様の施設などにも積極的に働きかけて

協調体制を築き活性化を図ります。

1地元との綿密な

連 格 会 議 体 を 設 け て 推 進

草津市健康福祉部長寿いきがい課高齢

者福祉係様との協議組織となる「定期

調整連絡会」を開催し、共同事業体と行

政・地元団体とのコミュニケーションを

密に情報を共有して、円滑な官民連携

を実現します

|
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1～2年目

一

革津市立なごみの郷指定管理

リンクワークス・菱サ・ビルウエア 共同事業体

定
―
維

1回 /月

選費管理鋼陸連絡会
1回/2還

地元調整連絡会

1回 /半年

R9-10年度 倉」造と発展
築いた信頼と安定した運営を礎として、市民や地域が必要としているサービ
スの提供。イベントの開催、様々なことにチャレンジします。

Rll年度 充実
施設と市民が繋がる施設を通しての交流地点施設として

実績と評価を行い、次期指定管理期間へ繋げます。

口温浴施設、高齢者、多世代交流のソフトに自信のある企業

当共同事業体、代表企業となる株式会社tinkworksは「温浴施設を備えた施設」「多くの高齢者が

通うフィットネスクラブ施設」「乳児から高齢者まで多世代が通うスポーツ施設」を数多く運営・管理

行つています。その上で、温浴施設、高齢者、多世代に提供するソフHこ関しては業界随―と自負し

ています。その、積み上げてきた実績からなるノウハウをに余すことなく、草津市立なごみの郷の運

営・管理に提供することで高齢者を中心とした市民の皆様に満足していただけるよう適進してまい

ります。

15年間を3つのステップに分けた取組み

指定管理購間 R7-8年度 信頼・安定
新しい管理者として地域・利用者・関係各所との信頼関係を構築

イベントの開催、自主事業のスタート、運営の課題の明確化

草滓市健康福祉部長寿いきがい課高齢著福祉係

=拶

株式会社Inkworks

代表企業 施設管理課との連絡調整

・共同事業体内の調整

・各種契約業務
・入出金等金銭の管理

・施設の利隔許可に関する業務
。施設の利用料に徴収に関する業務
・施設の設置目的に適合した自主事業の企画
及び実施に関する業務
・草津市からの行政委託事業の実施

株式会社

“

n肺。rks

連富管理

株式会社菱サ・ビルウェア

・施設の維持管理に関する業務
施設等の保守点検、修理業務

施設等の衛生管理 (水質検査、

餓備管理

空気環境等 )
施設等の警備

各施設の運転操作

拶

革津市民の皆様、施設利用者様

開催頻度調整達綺会名

充 奥

て
')i'

3～ 4 5年目
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Ⅲ-1.施設運営の理念

1基本理念 Up the Quality of Life
“Life"には「生命」「生活」「人生1の3つの意味が込められています。

私たちは、活動を通して3つの“Life"の質を高めていくことが使命と考えます。

1基本方針

指定管理期間5年間を通じ、以下の基本方針を揚げて運営に取組みます。

基本方針 1  設置目的及び管理運営に関する基本的な考え方に基づいた管理運営

基本方針 2  業務仕様書及び維持管理特記仕様書を遵守した管理運営

基本方針 3  安全を遵守した、安心・f映適な施設空間の創出

基本方針 4  公平で公正な管理運営

基本方針 5  利用者ニーズを業務に反映する継続的なサービス向上

基本方針 6  効率的な管理運営による経費縮減と収益拡大

基本方針 7  地域協働と地域資源の利活用による管理運営

・ 上記、7つの言葉が、本施設で掲げる管理運営方針です。
・ 本施設は、市民が自由に利用できる施設であるとともに、施設において提供されるサービスを誰も
が享受できることが必要です。施設は、時間の経過とともに劣化していくことは紛れもない事実で

すが、そこで展開されるサービスレベルの良し悪しは、時間の経過とは無関係です。

・ 利用者様への「目配り」「気配り」「′ふ酉己り」の三配りを基本に利用者様を思いやり、利用者様の立場に
立って行動することを念頭に置きます。

・ そのためには、積極的に利用者様とのコミュニケーシヨンを深めることによつて、利用者様が何を考
え、何を求めているのかを知ることが不可欠となります。

・ 利用者様が利用しやすい雰囲気づくりとサービスの提供に努めf安心」そして「満足」できる施設づく
りが大切であると考えています。

1地域の魅力を高めることが公の施設を運営するものとして役割の一つ

指定管理者として地域の公の施設をお預かりし運営する上では、地域の皆さまは「お客様」
「取引先」

「協働パートナ
=」
「雇用者」「近隣住民」など、本施設に関わる最も重要なパートナーであると認識してい

ます。地域の皆さまと連携し魅力的な地域を作つていくことが公の施設である本施設運営の役割の一

つです。地域の皆さまの力に、弊社のノウハウ・資金・人材など多面的に提供することによつて地域力を

高めるすばらしい連携関係を生み出します。

学式
:ti監
Ⅲ
'

な

れ
Ｉ

競

イ

掟

施設の価値

地域に
愛され
親しまれる
施設

幕

ず

幸

力を合わせて「地域に愛され親しまれる施設とを達成

3

指定管理者

々



ISDGsに取り組み環境保全に配慮します
当共同事業体では、rup tha quatity of ttfe」 として体を
動かすことを通して、豊かな「生活」「生命」「人生」を過ごすこ
とができるサポートを理念として掲げています。今日、人々
の健康意識は、肉体の鍛錬だけではなく、体力づくりや健康
寿命の延伸など、様々な社会課題がある中、私たちは、運動・
福祉・医療分野をコラボレーションした、ドータルヘルスサ
ポート企業として、誰一人取り残さない生涯健康の発展に貢
献していきます。

・当社の事業とSDGこの関係

岡田□団題□
田盟田□囮□
圏□圏□団韓

И

隅 GOALS

当共同事業体では、社会状況を把握した効果的な活動を行つていくために、
優先すべき取り組みをマテリアリテイ(重要課題)として定めました。

・乳幼児からシエアまで、全ての世代における「rぃと身体の健康づくり」を実現します。

成長期における効果的な身体づくり【子ども】

健康づくりを日々のライフスタイルに【成人】

医療・介護と連動したサポート【シエア】

・健康運動指導士や医師、栄養士、理学療法士又は医療機関と連携しながら、
一生涯続けられるフィットネスを目指します。

専門能力を備えたスタッフが健康づくりをトータルサポート

・「持続可能な社会」を形成していくため、地球環境に優しい施設を目指しています。

廃棄物肖」減として紙ゴミの肖」減・不燃ゴミのリサイクル率向上

C02削減対策として電気使用量肖」減。ボイラーの燃料節約と効率化
節水対策として使用量・排水量の節減

社外に対する環境活動の啓発

・多様なライフスタイルを持つた人材が、それぞれの実力を発揮できる環境づくり
(ダイバーンティ・マネジメツト)の考え方を重視し、だれもが働きやすい
労働環境の整備を進めています。
一億総活躍社会の実現に向けた取組

就業ニーズの多様化とワーク・ライフ・パランス

・年齢や1性別、国籍
進めています。

、障害を問わず、誰もが健康づくりに取り組める環境の整備を

_ 鯉織艶如 ンプライZンス体制__
多種日、多世代、多志向に応える運動プログラムの開発

・企業内部にとどまらず、お客様、関連機関・企業、自治体と連携して
「持続可能な社会」の形成を目指していきます。

環境活動方針を明言

地域貢献活動への取り組み

サステイナブル宣言を推進
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Ⅲ-1.施設運営の理念

日公平で平等なサービスの提供
公共性・公平性の担保向け条例、規則及び関係法令に基づき、管理・運営を推進します。

・ 地方自治法第244条 2項 「指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用すること
を1巨んではならない。」
。 地方自治法第244条3項 「指定管理者は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的
取扱いをしてはならない。」

上記に基づき利用規定の違反や合理的理由のある場合を除き利用を妨げることのないよう全従業者に

徹底します。

0平 等な利用を図るための具体的な手法および効果
・ 施設の設置目的・役割を十分に認識し、施設環境(機能・手続)の整備・調整をはかり、誰もが平等に利
用できる開かれた施設運用に努め条例及び関係法令の他、利用規則(別途定める利用規則)等より判

断し、正当な理由がない限り、施設の利用を拒否・制限することはいたしません。

② 平等利用の確保の原則

・ 透明‖生のある平等な利用を確保し、特定の団体による既得権的な独占利用を羽
'除

するため、利用予

約・許可承認等は「不」用調整会議」や申込手続方法等、関係条例・規則及び利用規則に沿つた対応を行

います。

・ また、誰もが利用できる施設環境の整備に向け、支援ツールの活用や従業員によるサポート等、利用
の平等性を確保します。

O ttB度徴収の原則

°
嚢講盈類繁騨諜亀鰯講稲杷絲鴇編祀税輪
用できる設定とします。
。 また、民間スポーツクラブに見られるような年会費・月会費徴収による会員制
度等は、特定の利用者 (会員)を優通し、平等利用の原則に反する怖れがある

と考え、施設利用にかかる料金収受は、利用時又は申込毎の都度徴収を原則

とします。

0平 等な利用確保のためのチエツク・実行体制
。 平等な施設運営の継続していくために、「平等利用に関するチ ェックIジスト」を作成し、総括責任者によ
る定期的な履行確認 と改善を行います。

・ また、新たな利用申込みのシステムや利用規定の策定、利用調整会議の実施等、市民の平等利用の実
現のためより効果的な対応策を常に検討し、提案していきます。

O公 平な情報の提供 a収集
・ 全市民に対し、有益な情報をタイムラグなく伝達することができるように、施設掲示版やホームページ
を活用したリアルタイムな情報伝達と、アンケート等による情報の収集を行います。

O誰 もが平等に利用できる施設環境の提供
・ 弊社の持つ経験を基に市内外を対象に多様な利用者の施設利用を可能にするため、高齢者や障 がい
者に加え LGBTや外国人への対応の他、各ライフステージ(子育て世代等)や多様なライフスタイル
に対応する為の取組みを実施し、誰もが平等に利用できる施設環境を提供します。

。 また、施設の運用後も当事者本人でなければ気付きにくい様々な障壁・障害を理解するために、情報
収集・検証を行い、施設の管理運営手法の改善を進めていきます。

● 障がい者・高齢者への配慮

・ 障がい者が窓口を利用する際に配慮すべき事項を示した「公共サービス窓回における配慮マニユアル
(内閣府発行)」を基づく八―トフルな対応を行います。また受付スタツフがハートフルアドバイザーの

資格 を取得しサポート・介助等のサービスを提供します。

O外 国人も利用しやすい環境の整備
・ 外国の方とのコミュニケーシヨンの円滑化を図る取組を進めます。受付には翻]訳アプリケーシヨンを導
入したタブレット端末を西己置し、全てのスタツフが外国人への適切な案内が可能な環境とします。

S
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支払lI)平琴建
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“

利用碗会・選択の平等性
料金負lBの公平性
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Ⅲ-2-1.高 齢者を中心としたソフト事業

日持続可能な健幸施設としての運営を行います

今般募集要項の中で掲げられている【目指す方向性】は、まさにこのまちづくりの実現に
資するものにほかならず、なごみの郷を健康都市車津を象徴する施設としての姿を現し
ていると考えています。

私たちは掲げられた目指す方向性を実現すべく、この場所で人々がつながりあえるコ
ミュニティの場づくりを行い、高齢者が若い人や子供たちとともに活き活きと笑顔で過
ごし続けることのできる持続可能な健幸拠点を築いてまいります

【管理運営方針に基づいたソフト事業の概念図】

多世代交流

地域貢献 協働

含
【目指す方向性】

① 蔦齢者の外出の機会の創出
② 高齢者の社会参加の場を提供
③ 仲間づくりの輪を広げる
④ 多世代の交流が深まる
⑤ 自らの健康づくりや介護予防

環境調和 が続けられる
/t 健康増進

与
地域活性化
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Ⅲ-2-2E事 業実施計画

|キ旨定 事 業 (なごみの郷条例第 3条に基づく事業 )

健康の増進、教養の向上、レクリエーション活動を通じた地域コミュニテイの促進や高齢者を中心とした

世代間の交流に事業の企画ならびに実施

ア)高齢者を中心とする生活相談および健康相談(月 1回程度)

イ)高齢者の後退機能の予防と回復訓練を考慮した講座(月 2回程度)     ・

ウ)工房や調理室等を活用した講座 (月 2回程度)

工)同好会の交流等を目的とした事業(4半期に1回程度)

オ)文化活動、体育、レクIジエーション活動等を通じた地域コミュニテイーの促進に関すること(4半期に1回程度)

力)世代間の交流の促進、創作や伝召等の活動に関すること(月 2回程度)

事お名

建矯・総 ta険

い,と きヽ鶴麟偶蔭
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Ⅲ-2-2.事 業実施計画

目指定管理制度の特徴となる民間ノウハウ活用による自主事業の充実

「公共 」と「民間」両方の実績を生かした“ハイプリッドな自主事業

指定管理者として数多くの運営管理実績から得た、市民のニーズを感じ取り、市民に寄り添つた取組みや安心・
安全を大切にした考え方に加えて、民間施設の運営管理実績がら得た実行力、販売促進・集客を生かして自主
事業を充実していきます。

【高齢者を中心とした各種講座・教室】

【フレイル予防・介護予防プログラム】

だ彙  i   O施 負|'1   '  a｀口  ,
弦事■

呂イ躍
フレイル予随
ヨガaストレツチ載

=

',鏑
詢嬌内今 岳。1猟 キ

65轟・′「 60, 轟 午

廷 Ⅲ
65歳 1文 r 60テ }

０
寃
う
０
電

駐
贈 麟 フレイル

節D

【体力と筋力維持のプログラム】

フレイル予防とは、高齢期に心身の活力や生活機能が低下して要介護状
態になる危険性を予防することを意味します。フレイルは、病気ではない
けれど年齢を重ねるにつれて全身の筋力や心身の活力が低下している
状態を指します。身体活動(運動):歩いたり、筋トレをしたりします。心肺
機能を高め、体力、持久力の向上を促す有酸素運動や、筋肉の柔軟性を
高め、関節の動きの改善を促すストレッチングなどがおすすめです。

、l r/

:      歌室名

博繁賀y搬4塘yケ

:  パ‐ツナルトラ‐
=・
ング

ふ

対象者

50歳以上

50歳以上

開催内容 開催クラス 定員 参加貴/回 時間 実施時デ』1 回数′年

30分 通年

開催クラス 定員

還年45分

高齢者が筋カトレーニングを行うと、生活機能の維持・向上や疾患発症予防、死亡リスクの軽減につながると
報告されています。また、筋肉をつけることで、転倒の予防や生活習慣病の予防・改善、腰痛や関節痛の予防、
骨粗慈症の予防、精神的な健康維持などのメリットが期待できます。

【楽しみな力帯ら健康になるプログラム】

開催内容 回数/年

一
　

間

一
　

時参加資
姫 名

健康よあじゃん数室

:  ―麟 まぁ●ゃんタラブ

1健康ヨッ1蠍窒

健康カヤツク教室

50歳以上

すl象者

50歳以上

50歳以上

50歳以上

麻雀は、頭脳スポーツとして、指先を動かしながら牌の組み合わせや相
手の動きを予測するなど、脳を活性化させる効果があります。また、手
役を覚えることで言〕臆力も向上します。さらに、麻雀は4人で遊ぶゲー
ムのため、コミュニケーションを保ちなんヾらプレーすることもできます。
対局する相手と交流することで、新しい友達を作つたり、引きこもりを
防止したりする効果も期待できます。
高齢者がヨットをすることは、自立心や自信を育むことにつながります。
イギI)スで始まった「セイラビリティ」という活動では、ヨットの操作を通
じて、障がい者や高齢者などの自立心と自信を育むことを評価してい
ます。

“

実施時期

120分

基本
120分

過年

通年

120分 /回

120分 /回

通年

通年



孝文茎名

幼児体操執室

子ども体操執室

こどもダンス教室

体操は全身を使つてさまざまな動きを行うため、身体の巧緻性

が高まり、運動への興味を引き出す機会にもなります。

ダンスは、音楽やリズムに合わせて体を動かすのが基本です。

定期的な練習や指導を受けることで、自然な流れでリズムを感

表現する能力を身につけられます。また、音楽に合わせて体をめ

いっぱい動かしたり、歌詞の中の登場人物になりきつたりするこ

とで、表現することの楽しさを感じられます。

Ⅲ-2-2.事 業実施計画

【子どもを中心とした各種教室】

【ニーズに対応した、週1回の定例教室プログラム】

【長期お体みの期間の学童保育型プログラム】

!   スプリングスクール

サマースクール

ウインタースクール

ヒッ

回数/年

月～金 (S日間)7:30～ 18:30

敦室名

子ども学童保育型プロラムとは、長期休み期間中に子どもを対象に行われる教育プログラムや活動プ
ログラ

ムです。夏休み開催はサマースクール、冬休み期間はウインタースクール、春休み期間はスプリングスク
ールと

して、学校で学ぶ内容とは異なるアクテイビティやスポーツ体験、自然学習など、さまざまなプログラムを用意

しています。
ブ園グラムは|よ、次σ)よ うなメ|ジ ツトがありま奪,

こ子どもの自立心を有むことができる    0集 団生活 |とお|サ るルールを芋′S｀ことがて`きる
0探求′bl工応声̂るアクテイEテ ィ́に参加できる 0自 由石チi究のテーマとtノてi汲えるものがある

他の指定管理施設で実績

株式会社tinkwoworksは 2019年4
月～滋賀県愛荘町の指定管理施設に

於いて町内4′」ヽ学校(愛知川小・愛知川

東小・秦荘東小・秦荘西小)を対象とし

て、水泳・体操プログラムとアウトドア

プログラムを組み込んだスポーツ学童

を実施しており、今年度も約30名の学
童をお預かりしております。

参カコ資 時間 実施時期働催クラス 定員開催内容対象者

通年 週 1回 48回/年各クラス60う )
年中～年長

各クラス60分 通年 遅 1回 48回/年
小学生

客クラス60歩 , 通年 週 1回 48回/年年長～

」■ 2年生

各クラス60の 通年 週 1回 48回/年小学3年生～
6年生

参加責年間開催数 定員開催内容

月～金(5日聞 )7:30～ 18:30

時間
対象者

小学生

月～金(5日間)730-1830
小学生

小学生

フウトドフプログラムダフスプログラム



Ⅲ-2-2.事 業実施計画

【いるんな経験値が得られるアウトドアプログラム】

スキーキヤンプ

カヌーキャンプ

野外クッキングキャンプ

こどもヨットキャンプ

子ども向けの野外活動キャンププログラムとは、子どもたちが自然の中で体験学習を行うプログラムです。
野外活動キャンププログラムでは、自然や地域での暮らしと直接触れ合う活動を通して、環境意識や自然認識
力を養うことができます。また、仲間と関わり合うことで、友だちの大切さを学び、自立心を育て、自信をつけ
ることができ

多世代で参加が可能なプログラム】

【多世代で楽しめるインクルーシブプログラム】

ゆきんこキャンプ

強まギ可
",当

働t内 3

鰤 的

円争 ,ラス
='加
n   I  弱爵

ポツチヤ犠査 金ての二!阿 岩

一
　

速

　

一
　

る

FB観 .T

建
'何

ポツチヤ観茶冑

`

令 fl 11,島 奮

60,,

●0,

ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者や四肢重度機能障害者を対象に考案されたスポーッで、パ
ラIリ ンピックの正式種目です。イタIジア語で「ボール」を意味し、老若男女、障がいのあるなしにかかわらず、誰
でも一緒に楽しめる競技です

的

教室名 対象者 開催内容 年間開催数 定員 参加資 時間

1泊 2日
小学生

年中～年長 1泊 2日

小学生
1泊 2日

小学生
1'自 2日

小学生
1泊 2日

緞

・

―

酌

的



Ⅲ-2-2.事 業実施計画

凰絶設灼通費鶴壽入

施設内通貨とは、施設内でのみ利用できる架空の遅

利用者には、施設での活動のさまざまな行為に対して通貨を獲得でき、貯めた通貨は施設内での飲食

や買い物、サービスなどに利用できます。

施設内通貨の導入により、利用者様同士で通貨を数えられたり、支払いをする時に隣席の方が手伝つ

てくれたりと、利用者同士の交流にも役立っています。

通貨を稼ぐための様々な活動への意欲や、支払いをチェツクする意欲、通貨を支払うことによる満足感

が得られています。また、枚数を数えることで計算していくことが頭の体操になつています。

半年に1回の通貨貯金額のランキングを出し表影なども行います。

通貨を稼ぐ。好きなことに使う。目的をもつて昨める、という行為が脳の時限酉‖1系」を刺激し、やる

気を発揮する「ドーパミン」という神経物質の分泌を促進させます。

「報酬系」というのは、脳が欲求に満たされたときに活性化して、快の感覚を与える神経系です。こ

の報酬‖系が活発になると記憶力が高まり、学習のみならず、高齢者の記憶力維持や認知症の予防

にも有効となります。

愚暮旗珍雄施設1通霧鰺丞く鞍岳季籐翰線等や薦軍ベン掛籍鶴爾纏

・ 気軽に施設に足を運んでもらえるやすいイベント、ぼくちゃん。おじようちゃん、おとうちゃん。おかあ
ちゃん、おじいちゃん。おばあちゃんの3世代で参加してもらえるイベントを積極的に開催します。

懸季節を感鰺
▲
σ亀烙え轟イベン杵

姦
プヽ□中インe。 lJ又マス6饒つ蓬ず等の聞健轟

ひな祭り

お花見

端午の節句

七夕

夏祭り・盆E爵り

バーベキュー

お月見

敬老の日

八ロウィン

クリスマス

餅つき・書初め

節分・豆まき

fソ

J・

移

、IFir琴甍i声 !



Ⅲ工2-3・ 多世代交流。健康増進。介護予防の拠点

1専門分野に特化した事業者だけでは実現できないウェルビーイング
高齢化社会を迎え、健康に対する考え方も見直され始め、「ウェルビーイング(Weを卜being)」という概
念で語られるようになってきました。
ウェルビーイングは、Weti(よ ぃ)と Being(状態)が組み合わさった言
葉で、「よく在る」「よく居る」状態、心身ともに満たされた状態を表し
ています。

従来の「健康」が身体的に良好な状態だけを表す狭義の概念であるの
に対し、Wett― beingは身体的・精神的・社会的にも良好な状態、とよ
り広い概念を表しています。また一時的・瞬間的に良好かどうかでは
なく、持続的に良好であり、継続的に幸福な状態にあることを表して
います。

政府でも2021年の「成長戦略実行計画」において、「国民がWetト
beingを実感できる社会の実現」とWet卜 beingに ついて言及され、
「Wett― beingに 関する関係省庁連絡会議」の設置によって、省庁間
でのWett― beingに関する取り組みの推進に向けた情幸隈共有 e連携
がはかられるなど、加速度的に取り組みが進んでいます。。

こうした幅広い概念での「健康」が求められている時代に、「運動」「介護」「医療」などそれぞれの専門分
野だけで実現することが難しくなり、それぞれの専門家が連携してサービスを提供することが求めら
れています。

1様々な専門能力をコーディネートして真に市民に貢献する
サービスを提供していくことが『新しい健康づくりのカタチ』
健康維持、健康増進、介護予防、介護、りAビリテーションなど身体に関しておこなうべきことは数多くあ
ります。また青少年の育成や生き甲斐の醸成、地域固有の悩みの払しよくなど心の健康に関して行うべ
きこともあわせて考えていく必要があります。
人それぞれの課題点や不安点、悩みなどに向き合いながら、その解決を図り市民のウェルビーイングを
実現していくためには、さまざまな専FEフィールドの経験や知識を持つことが必要になりますが、残念
ながらそのすべてを満たせる事業者はいません。

そこで必要となるのは、様々な専門能力をひとつにまとめ上げて、市民に提供していくコーディネート能
力です。それぞれの強みをもって一人一人の健康の実現にあたり、さらにはその持続化に向けた取り組
みを行い続けることが、これからの「新しい健康づくりのカタチ」になります。

|スポーツを主に健康や青少年育成、生涯スポーツ、医療との連携等
多面的な取り組みにチャレンジしてきた実績・経験を市民のために
これまでに指定管理事業を含め数多くのス
ポーツ施設の運営を通じて、ひとりひとりの
健康に向き合い、教育としての立場でも臨
み、シエアの生き甲斐醸成にも取り組んでき
た立場から、車津市の地域にある各専Fg事
業者をコーデイネートして、市民の皆様が求
めらるサービスを提供していくことについ
ては、強い自信をもっています。こうした能
力を発揮して、革津市の利益にぜひ貢献し
ていきたいと考えています。

■WHOによる健康の定義

EコーディネーHこよる地域連携イメージ

草津市民

健康維持、健康増逸、介護予防、介護支援、り八ビリテーション
脅少年の育成、高齢着生き甲斐醸威、心のケアなど

こ と る

からだ
つなが

12



Ⅲ-3-1.フ ロアーサービスの提供

日「高齢者』に対して、安心して日常的に利用できる安全環境の提供

高齢者対する配慮について、日常的に各スタツフが留意して取組むことで、安心して利用できる施設とな

ること実現します。

趨叢鶯較がでめ魔慮

・ 杖を使用している方が書類を記入する際などに杖を立てかけておく杖掛けや杖置きを用意します。
・ 靴の着脱を行う場所に屈まずに靴が履けるよう靴べらと座つて脱着ができる椅子を用意します。
・ 視覚が弱くなっている方に使用いただくシエアグラスとルーペを用紙します。
・ カウンター越しではなくテーブルを使用しての丁寧な説明

錢鶴添物や動線簿審でめ蠅濾

・ 掲示物にや案内パネルの漢字にはふりがなをふり、矢印などのイラストや赤い観字を使用します。
・ 動線付近に柱など障害物がある場合は、衝突に備えて緩衝材を巻きます。

罐掛とガーヽエンづ
｀
ス武―・スでσ》苗盛藤

。 高齢者、視覚障がい者に床に動線がわかるテープを貼る器具のスペースと通路を色分けします。
・ 設置場所を認識できるように機器の周辺をテープで囲います。
・ 高齢者や障がい者の機材の乗り移りを楽にする踏み台を用意しておきます。

鍵プーザ拶とこ熱章拶^轟蠅j患

高齢者入浴アドバイザー資格取得者の配置による安全入浴を取り組みます。

転倒事故が起こりやすいお

お風呂場の椅子を足の長し
風呂にスリップテープを設置します。

椅ヽ子に変更することで膝への負担を軽減します。



皿-3-2.サ ービスの質の確保・向上

|サービス向上への取り組み
利用者の要望を把握したうえで、そのニーズを反映した
質の高いサービスを提供することで、利用者の満足度を
高め、村民が気軽に集い、かつ何度でも安心して利用で
きる施設となります。

当共同事業体では長年の施設管理運営経験を通して、そ
れらを達成するためににサービス向上の 5つの基本方
針を右図の通り掲げ、指定管理者として最良のサービス
提供を目指す意欲とサービス品質向上や能カアップに注
力し、「来て良かつた」「また来たい」と利用者が感じるこ
とのできるホスピタリティあふれる運営を目指します。

0新 たな利便性の提供
② 快適な雰囲気。空間の提供
0 ホスピタリティあふれる接遇
④ 有益情報の提供
O魅 力ある事業の提供

ロサービス向上の基本方針 5点の取組み
「来てよかった」「また来たい」と

感じてもらえる運営

0新 規利用者獲得のための新たな利便性の提供
施設を末だ利用していない層や、利用頻度が少ない曜日や時間帯の利用促進に向けたサービス向上
策として以下の取組みを提案します。

② 快適な雰囲気・空間の提供

利用者はその施設の持つ雰囲気空間の良さを、意識・無意識を間わず判断します。快適な雰囲気・
空間の提供は当たり前のようでも現実は難しく管理者の熱意や力量が大きく影響する部分です。

・安全、安心、信頼感確保の気配り、非常・緊急時の対応体制づくり、個人情報保護の徹底等、施設の管
理運営には「ハード」「ソフト」両面においての安全確保が重要となります。利用者 に気持ち良く過ご
していただくために内外問わずあらゆることにアンテナを張り巡らせ、臨機 応変に対応する準備を
常に心がけておく必要んヾあります。

・施設自体の清潔さ、快適さを保つ過不足のない館内表示、施設設備の効果的な運転状況も利用者評
価を決める大きな要素と考えます。清潔度につきましては、日々の地道な整理・整頓を、行います。

Oホ スピタリティあふれる接遇
人はにこやかな笑顔に出会う事により「その場所」と「自分」とのつながりを残したいと強く願うもの
です。また笑顔での出迎えや気持ちの良い対応はくなくてはならないサービスの一つです。

0適 切な情報の提供

有益で新鮮な情報を提供することも重要なサービス向上策の一つであると私どもは考えます。情報氾
濫時代である現代に利用者が欲しい情報を適量、的確、即時に提供できるよう努めます。

【有益で新鮮な情報の取得機会の提供の努力】

・設置目的に整合した情報の提供
・多くの情報の中から選りすぐつた質の高い情報の提供
・1情報取得弱者 と言われる高齢者などの方への酉己慮がなされた情報の提供

【ホームページから各施設のイベントやキャンペーン内容が即時に分かる情報発信】

リンクワークス社はホームページを集客のツールとして積極的に活用します。
様々なイベントや講座、四季折々の自然の風景などを随時更新し、集客アップにつなげていきます。

O魅 力ある自主事業の提供
【提供する自主事業でのサービス向上】
・ 指定管理施設において自主事業の実施は、施設の設置目的の具現化、稼働率の向上など多くの
意 味合いがあり、施設価値を高めるための重要な要素のひとつです。また、告知ツールそのもの
が アイキャッチとなり施設自体の知名度を高め、魅力ある各種自主事業は新しい利用者獲得に
もつ ながると考えます。
。 また、参加者にとっては新しい目標や出会いの機会を提供することができます。有益 な情報取
得や相互交流によるスキルアップ・世代間交流などによる充実感は利用者満足度につながり、施
設価値を向上させます。

サービス向上の基本方針
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Ⅲ-3-2.サ ービスの質の確保・向上

開館日・開館時間について

1開館日は条例及び現行もとづいた設定
施設 体館日等

なごみの郷

※ただし、木曜日んヾ国民の視国に関する法律に規定する休日 (以下「体日」という。)に当たるときは、

その翌園 (当該その翌目が更に休日に当たるときは、翌該その翌日から引き続く体日でなくなる最初の日)

日開館時間は条例にもとづき、現行より閉館を30分間延長
開館時間等施設

なごみの郷開館時間

温浴施設利用時間

軽食』―ナー

9100～ 19:00

9:00～ 17:00

10:00～ 18i30

10:00～ 16:30

11:00～ 15:00

(6月 1日 ～8月 31日 )

(9月 lB～ 5月 31日 )

(6月 1日 ～8月 31日 )

(9月 1日 ⌒ン5月 31日 )

今後、開館日及び開館時間の変更は、利用者の皆様にアンケート等を行い、

集まつたご意見を参考に変更を検討していきます。

利用料金

日条例にもとづいた利用料金設定とします
籐 区分 使用料

講 緩

(1人生回につき)

軽音楽室(1室 1時間につき)

偏

1市内に住所を有する 60歳以上の薔が温浴施設を使用する場合については、小人と同額とする

2市内に住所を奄する障雲者およびその者を介護する者 (当該その者の 1人につき 1人に事晨る。)が温浴施設を

使用する場合についてtよ、無料とする。

3軽音楽室の使用許可申語薔の住所が本市以外であるとき1よ、使用料の 5割 (こ 1目 当する暮員を力B箋する。

区

調理室
オープンレンジ

累焼のみ

本焼のみ

緊焼 。,2卜 iЧた,1:

個人で利用

グ,レープまたは個人でガス台を

利用した場合

]場芸

内

外

市
　
市

毎週木曜日

毎月第 2日曜日
休館日

12月 28日 から翌年 1月 4日年末年始体館

490円大入(15歳以上の者(中学生を除く))

150円60歳以上

150円小人(小学生、中学生)

300円

300円
利用しようとする個人また1よ団体

200円1台

300円1台

1人 400円

1人 1,100円

1,200用1人

420円1人

1人 400円

100円カスと台

車水染め

lS



皿-3-2.サ ービスの質の確保・向上

日受付業務について

利用者管理システムを導入 禾u用者の安全性を高めます
公共施設は会員制のスポーツクラブとは違い、地域の方が誰もが気軽に利用できるという
特性は非常に大切なことではありますが、増える高齢者の利用、突発的な自然災害に対して
「今、だれが施設を利用しているか」を把握せずに利用を促すことは、
誰もが気軽に利用できることの意味の理解違いと考え、本当に利用者の安心。安全の為には
利用者の情報を把握することは施設運営者としての義務と考えます。

利用者すべての方に、名前・緊急連絡先等を確認します。

準
増える「お齢書の判用Jra総災書

組 内にて凛覺的に選こりえる狙ない
0島確

“

において,,,
'報楽耳・し筋lr軍 ,く

`け
↑秘謹 岳

●酪ム喪奮
。人贈府 婦

全ての利用者に対して「安心カード」(氏名・性別・緊急連絡先・年代・住所)を記入のうえ
施設を利用していただきます。

繰り返し施設を利用する方には、「利用カード」を発行し毎回の記入を省略していただきます。
会員の方には会員証を発行します。

車
●盤内における率l用人数の把燿
(災密晴等の点呼韓露)

一 ●館内における利用者の招担
(ケガ・災奮時の身元確露)

凩名・得
'財望al●罵先

年1,・ 11競

車
構り還しの舜l用篠

紳
阻
工▼
務
競

→

ギ

●続計情報によるサ…ビスの向上
利用動向
。●加地壇 ・男女比
・年齢能  ・時間僣
・●加翠帯
の把担がオンタイムで可能
魚計作業にかかっていた事務
人体員のコスト隅H

□
吟

当ヽ
一．監 名 ・ t,l

紫金語鶴久
奮所 4語

株式会社tinkwOrksが指定管理者として運営する施設には、全て導入を行つています。
現行、約2万人の情報管理・処理の実績があります。

教室への参加等
1人で通うお子様には
入館・退館がわかる
チエツクインメールを

送信します。

鶏

●0さん
なごみの郷に

・ 歯
`″

fミ  ‐
1互 l潜しました !

などみの第

革津市
なごみの郷

rl重し事した。

嘉疑で圏ilた鳴3
・名前がわからない 。身内の方に選構ができない。
・教急中で病院へ鸞送してもB農が戻るまで翔確から贈れることができない
た地賎等災書の将合
・コ

'用

詈のう元がわからない・不鴫書がわからない

拓迪 4用 ,1(ア),開博 務気でgれた均合
'名働を確認できる・勇内の方に運構ができる。
散患摩で続 に韓進しても身内の方が迎えに来ていただと引き継ぐことができる
六地職等災書の彗合
・身元が韓盟できる。不朝■が離なのか鴫強

lk

図

q
lSttEI

入餌
',



Ⅲ-3-2.サービスの質の確保・向上

1地元の皆様の安全意識と健康意識を高めるイベントを定期開催
‐‐

施設を地域コミュニティの場所として、施設から「安全」と「健康」について発信をしていきます。

AED詰習会は、高齢者が多く、また、海との関わりが身近にあるなかで一度受けたら大文夫というもので
はなく、日常的に繰り返し行うことが大切です。

体力測定は、自信の健康意識へのきつかけとなり、日常的に健康であろうと思える機会を提供できればと

考えています。

【AED無料請習会の開催】
・ 弊社の運営施設において、施設近隣の皆様、施設利用者様、施設利用者様のご家族・保護者。お友達
を対象に無料の AED講習会を開催しています。
・ すでに、講習会への延べ参加者数も 1000名を超 えました。日常生活の様々な場所に AEDが設
置されるようになり、また、普通救命請習のように身近に参加出来る請習会も増えましたが、多くの

人が一度きりの参加になつているのが現状で、「いざ となったらできるやろか、もうやり方を忘れて

しまったわ」という声をよく聞かせていただきます。私たちスタツフでも、最低 1年に 1回はトレー

ニングを行わなければ、いざという際に自信をもつて対処するのは難しいと感じています。

・ 身近の大切な人を守るための知識・技術として、気軽に AEDに触れて触る機会を定期的に開催す
るこの取り組みは、弊社の安全・安心な施設提供への強い気持ちの表れと自負しており、地域貢献活

動の一環として当施設でも開催します。

“

【無料体力測定の実施】

・ 健康診断は受信できる場所等が明確になつており自分自身が受けたいと思う時に受診が可能ですが
小中高と学校にいるときは定期的に行つていた、立位体前屈の柔軟性や垂直飛び・反復横跳の瞬発性

など体力測定に関しては、意外とどこでもやつているものではありません。

・ 健康診断はどちらかといえば、病気でないことの確認ですが、体力測定のように健康であることの確認
として、楽しみながら、現在の自分の身体の状態を自分で体感しながら実感していただき、健康への興

味づけへと繋がつていただく為に開催。この他弊社施設にて、年に 1～ 2回定期的に開催します。

I■|!'',ⅢHし rデーイti
=,411i

とイ,1

iIう指
'よ

と,ル↑'ォ :心大カイI争E ギ|; うン
=ン
クタ
'ri
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Ⅲ…3-2. サービスの質の確保・向上

1地域に根差した施設の運営・管理、地域との連携
地域経済の活性化のためには「地元企業との取引」及び「革津市民の雇用」が重要と考えます。地元企業
の活用や地元住民の雇用等を通じて地域の経済に貢献することが、地域に愛され、地域の方に施設を利
用していただくことにつながるものと認識し、現在の状況を継続して市内経済の活性化に貢献します。

【現在契約している地元企業との契約継続】

・ 現行の各施設と契約している地元企業に関しては、基本的には継続して契約する予定に しています。
・ また、新たに契約を締結する業務が発生した際や使用する商品を購入する場合などは地元気企業を
優先的に選定するように努めます。

【現雇用者については継続雇用】

・ 現雇用者に関しては、基本的には継続して雇用をさせていただきます。
・ 弊社が指定管理者となった際は、現雇用者様に対して継続雇用の説明会をさせていただきます。
。 その後、個別にて面談をさせていただき、現在の勤務状況、待遇面等を確認させていただいた上で
・ あらたに契約書の締結を予定しています。
・ 現在の従業員が培つてきたノウハウをしつかりと継承させていただき、利用するお客様には、かわ ら
ないサービスの提供んヾできるよう努めていきます。

【地元の雇用をl憂先】

(a)交通費の上限を設定
・ 地元の人材を優先的に採用し、地元の方々で運営していただくことを基本とした「地産地消の運営」
とし、地域で長く働ける環境を作るのも指定管理者の大切な役割と心得ています。雇用の安定化、運
営ノウハウの確実な継承のため、現従業員の継続的雇用をフェアトレード精神で行います。
C 当施設に勤務するスタッフの大半は車での通勤となることと考えられますが、その通勤費に関して、
弊社では通常、車輌通勤の通勤責の清算は¬km 1 5円として計算をおこなっています。
・ この通勤費の上限を 1日 300円にして募集したいと考えています。
・ 1日 300円の上限 を設定することで、片道 150円■15円=10Kmとなり、耳OKm以上の距離
は交通費を負担しないことになるので、遠距離からの車両通勤者は減り、地元からの応募者か、家か
勤務場所が施設の近くにあるアル′M卜希望者が増えることと思われます。

(b)市内雇用者への地域手当の支給
・ 市内雇用者には週あたり勤務時間に運動した地域手当を採用します。

【職業訓練・就職支援や教育連携による地域人材育成へ貢献】

対象施設を職業訓練・就職支援の場として、地元高校のインターンシツプ活動に協力するほか、地元
小中学校や幼稚園・保育園の体験授業や就業体験を積極的に受け入れて、地域経済や人材の育成・
成長活動に貢献してまいります。

【地元障がい者の積極的雇用による交流促進】

。 障がい者雇用率制度とは、障がい者が社会保障費を受給する立場から、自ら労働して対価を得て自
立し、社会で活躍できるようにするため設けられた制度です。その制度の意味をしっかりと理解して、
障がい者雇用を積極的に取り組むことによって、健常者と障がい者の交流を促進して「社会的責任
を果たしている企業」として努めていきます。

障がい者雇用率は、1人(1.925人 )こ対して、
3人(3.43%)と なっており、制度に対しての
役割ははたしているものの、継続して各事業所
の地元八□一ワーク、障がい者支援課及び独立

行政法人高齢・障がい。求職者支援機構に対して、

弊社で就業可能な業務を提示相談を行い、引き

続き障がい者の雇用に積極的に努めていきます。

題当たりの0-| 増重手当
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Ⅲ-3-2.サービスの質の確保・向上

1効果的な広報計画/情報・話題の提供(広報・PR活動)

施設の魅力やサービスを広く認知させ、

利用促進につなげるため、対象者に応

じた三段階の広報計画により、様々な

媒体を駆使した効率 的且つ効果的な

情報発信を行います。広報活動の実施
にあたつては、PDCAサイクルを活用し
て効果的な取り組みを行います。

0施設パンフレツトの作成呻
案内時に活用するとともに、近隣の公共施設や全国の観光

PR施設へ設置することで、認知の機会を増やし、来島の
きつかけにしていただけます。

毎月のイベンHこついても掲載して市民の皆様にも広く

同期していきます。

КuSATSu庸0
②「広報 KUSATSU」 への掲載 盈盟▼量盟

広報誌内にて、イベントや健康プログラムの情報ついて掲載を

行つていきます。また、施設発信の情報誌ではより細かな情報

(教室内容やイベント情報、スタッフ紹介等)や健康に対するアド
バイス、季節に応じた怪我・病気等への注意喚起など掲載し、施

設に親しみを持つていただき、地元の方の利用促進が図れるよ

うな内容を計画しております。

Oメデイア対応・パブリシテイ活動蝉

ョri■fiti 争 l④

地域コミュニティえふえむ草津と協倒し、各施設からのサテライト生

放送を行うなど、利用者にも楽しんでいただきながら施設のPR及
び地域の情報発信にも取り組みます。また、広報責任者による(新聞

社等)mediaへの能動的な情報発 信や、商工会議所や観光協会な
どとの連携・協力のもと、TV取材の誘致など、パブリンテイ活動も推
進していきます。

0地 域イベントヘの参加(プース出展)呻
地域のイベントやお祭り開催時に出展し、体力測定こ体組成(健康度)測定

。健康づくり指導しています。参

加者の健康への意識向上を喚起させると同時に、施設 の告知も行つています。また、イベント参加に加え

て、地域の集会場・公民館・企業などにも出向き同様の活動を行うことで、市民の健康意識と施設認知度

の向上を推進させていきたいと考えます。

OホームページとSNS(ソーシヤ)レネットワーキングサービス)の活用
近年ではほとんどの方がパソコンやスマートフオン等を活用されており、インターネッ |
卜によつて「行きたい場所」「気になる場所」などの情報を検索されている状況から、本

施設専用のホームページを設置してPRの基盤とします。。またLINE(ライン)や Face i
book(フェイスブック)等などでユーザーとのつなんヾりをつくリリアルタイムな情報  |
発信を行うことで、施設情報の発信や登録会員様へのサービスに活用すると同時に、 |

1施設鶏用者に免はするもの

‐
お肉電難して発電するもの

薦を超え広環に発はするもの

ゝ i

B題 ■

〓
一
一一一一一一
一一■

蟄 :Q

災害時における臨時休館や緊急情報などを利用者に通知できる体制をとり、紙面に

はない、 SNSの特性を生かした情報発信を行います。
争 :l   a―

:■
「
EI=

O WEBプロモーションによる市内・市外での告知 ER4▼送ЦV珂 蝉
クリック課金など成果報酬‖方式の広告プロモーシヨンにより費用効率の高い告知を実施してまいります。

リターゲティング 本施設のホームページに訪れた人のPCやスマートホン等に対して、イベントの実
施などにあわせて広告を配信して、リマインドを図ります。

スマートフオンの位置情報サービスを活用して、市内のスポーツ施設を利用してい

る人、かつて利用したことのある人等のデバイスに広告を配信します。
ジオターゲティング
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Ⅲ-3-2.サ ービスの質の確保・向上

日経費縮減策についての基本的な考え方
一般的にはサービスの低下は、経費縮減を行う上では止むを得ないことと考えられています。しかし
当社では、サービスを拡大することと経費の縮減を行うことは必ずしも相反するものではないと考え、
良いサイクルでの経費削減の仕組みを実践します。人件費の極端な削減や、光熱水費の削減のため必
要以上に設定温度を「下げる。上げる」といった、利用者が直接接する上での経費削減はサービスの
悪化につながります。

サービス向上と経費縮減の好循環を目指す

一度サービスの悪化が始まると利用者の減少、収益の
悪化、さらなる経費削減という悪循環に陥ります。弊社
では、そのような悪循環に陥らないよう利用者への
サTビスに直接影轡する部分での経費削減は行いませ
ん。

ただし、指定管理者として当然の姿勢として、相見積も
りを取得し品質・コストで優れている取引先を選定する
ほか、積極的に節電・節水に努めます。
サービスの向上を図ることにより、利用者の増加、収益
の向上につながり、経費削減のための設備投資の費用
が捻出できるという好循環をめざしています。
弊社の取組みとして、利用者の方々に対し、ただ利用料
を下げることだけがサービスではないと考えています。
施設の付加価値として、自主事業など、利用者が納得し
て利用料をお支払いいただける価値のあるサービスを
提供することも実施して、経費縮減コストを捻出いたし
ます。

日経費縮減の具体的な方策

『安全・安心コ映適』を確保しながら、さらなる経費縮減と業務効率化を実施します。

0日常業務上の経費節減

各従業員が経費縮減努力のための管理強化を行
化につなげていきます。

うことで、施設内の状況に敏感になり、施設運営の強

② 構造的見直しによる節減。効率化
・ 常に問題意識を持ち、改善可能な部分については随時改善します。

eマ ルチタスク方式の導入
・ 効率的な運営には、少ない要員の中にそれぞれ専門分野のエキスパートの配置はもちろんですが、担
当範囲外の業務は一切行わないといった非協力体制では成り立ちません。多種多様な業務が存在する
各施設では受付職員が清掃業務のサポートを行つたり、指導スタッフが受付業務をサポートするなど
一人の従業員が複数業務を兼務するマルチタスク方式を採用 します。

・ 安全や専門性も充分確保しつつ、それぞれが必要に応じて様々な役割を担えるよう日頃から業務に関
する連携を密にし、業務研修を実施、簡単な機械操作を含め基礎的な業務はすべての職員が同じよう
にできる教育体制を構築します。

経費の効率化

サービスの向上
f函値感・満足Up

経験とノウ八ウ

―
… ゛

一　　一
◆
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Ⅲ-4-1.温 浴施設その他貸館業務全般について

① 事故予防などの安全対策と事故発生時の対応について

② 防犯対策、災害時の対策及び緊急時における利用者の安全確保

と連絡体制について

③ 施設や設備の安全管理について

④ 施設や設備の衛生管理について

「安全はすべてのものに優先する」

という思想のもとに、安全に対するトータルマネジメントを行つて

運営施設の維持管理にあたつています。

弊社では、

t卜 防犯対応 防災対応`(■

将

・Fr
ハ
濠〔

(   ―す (

4

エ

申亀

設備管理

マネジメ
ー
ント

体制構築

安全管理避行に向けた
マニュアル整備

る―
スキルアップ 日常管理

緊急対応

ギ

・簸
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Ⅲ-4-1.温 浴施設その他貸館業務全般について

防犯対応

1盗難、万引き等の抑止・対応
■監視カメラや注意喚起のポスター掲示による抑止
・ 廊下やロビーなどわかりやすい箇所に監視カメラを目立つように配置。
・ 同じ個所に盗難注意を喚起するポスターを貼り、犯罪を行うとする者の心理に圧迫感を与えます。
・ 防犯カメラは死角を設けないよう設置位置を十三分に検討して配置します。
■巡回監視と不信者への声掛け
。 女性職員を加えた定期巡回により、女性のプライバシーに配慮しながら危険個所を見回つて、抑止
を図ります。
・ 怪しい行為が疑われる人などを見たときには、「お探し物か何かありますでしょうか」といった声掛
けを行つて、抑止を図ります。

1盗撮など女性を狙つた犯罪の抑止
■盗撮機器設置などのチェックや更衣室等での防犯ブザーの設置
・ 日常管理の中で、更衣室やトイレ、更衣室などに不信な小型カメラ、スマートフォンなどが置かれて
いないか、スタッフんヾ気を酉己つてチェックします。
・ 定期的に、専門家を入れて不信機器が設置されていないかどうか、機材による確認を行います。
・ 利用者が不審者を発見した際にならす防犯ブザーを更衣室やトイレに設置します
。 また更夜室などにも注意喚起のポスターを貼つて、利用者にも対策意識を持たせます。

1児童や幼児などを狙つた犯罪の抑止
施設全体で子どもの保護にあたる姿勢で臨み、安心して利用していただける環境を整えます

■フロントや管理事務所が駆け込み寺になっていることを子供たちに同知
。 日頃から子どもたちに積極的に声を掛けて、スタッフが安心できる大人であることを認識させて、
万―何か怖い目にあったときなどに避難できる場が館内にあることを浸透させます。

■携帯防犯ブザーの対応や貸し出し
・ 携帯防犯ブザーが鴫つた時には速やかに駆けつけて、状況の把握や対応に努めます。
・ 携帯防犯ブザーを持つていないお子様には貸し出しを行い、利用方法についての指導も行います。
■虐待等を発見した際の対応
・ 子どもの虐待の可能性を発見した際には、学校や児童相談書に連絡を入れ対応を協議いたします。
1暴力団など反社会的勢力への対応
暴対法、企業暴排指針に則り、反社会的勢力とは一切のかかわりを持たず、万―接触を試みられた場合で
も毅然とした拒否対応により、市民や従業員に影響を及ぼすことのないよう厳格に取り組みをいたします。

■反社会的勢力への対応方針の徹底
・ 接触があった場合、担当者だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ、組織全体として対応します。
・ 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全の確保につとめます。    |
・ 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と運携関係を構築します。
・ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切関係を持たず、また、不当要求は絶対拒絶します。またこれ
ら不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
・ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であつて
も、事案を隠ぺいする裏取引は絶対に行わず、また資金提供などは、絶対に行わないものとします。

日高齢者相談窓口としてのフロント機能
不審電話による詐欺の不安など、高齢者が犯罪に巻き込まれる可能性を未然に防ぐために、フロントを窓
口として高齢者の防犯相談に対応できるようスタッフを教育し、利用者にも周知徹底を図ります。



Ⅲ-4-1.温浴施設その他貸館業務全般について

防災対応

1災害発生への備え
■風害への備え
・ 台風情報や竜巻情報など気象情報には常に気を配り、被害が予想される際に
は、窓ガラスの飛散防止のテープロ張りや屋外設置家具類、看板類の撤去・固

定など事前の災害対応を執ります。
・ スタッフの安全を前提に外部の見回り行動などを行います。
■水害への備え

。 当施設はの洪水・内水八ザードマップでは、05m以下の浸水想定区域となり
ます。浸水への対応として、まずは水平避難として総合体育館へ、状況に応じ

て 垂直避難として2階部分へ移動します。

上、

陛王__十
~=

■火災への備え
。 消火器や避難誘導機材の定期的な点検はもちろんのこと、コンセントの埃など漏電可能性箇所の点
検を日常点検の中で実施します。
・ ボイラーなど火災発生リスクのある個所には法定義務の有無に関わらず火災報知器を設置します。
■地震への備え

・ 施設内のロッカーや棚など を施します。

イメージ

・ 入浴中に災害発生した場合でも速やかに避難できるよう
酉己置して、

備えます。

■定期的な防災訓練

・ 災害時の迅速な行動が図れるよう、全従業員を対象とした避難誘導訓練や消火
活動訓練などを消防署などと連携して年1回以上開催します。

・ また利用者の方も参加する防災イベントなども開催して、利用者と防災意識を
共有することで、施設全体の安全性を高めてまいります。

1災害発生時の具体的な取り組み
■人命を第一とした、迅速で確実な対応

・ 災害発生時に被害を最小限にとどめる対応に重点を置いて、人命を第一とした迅速で確実な防災
計画を確立します。
・ 弊社で運営する各施設での防災ノウハウに基づいた危機管理マニュアルを整備して、利用者の安全
確保につとめます。

1災害時の避難所等としての運営
当施設が応急として、避難所等として指定管理者に協力を求められた場合は、弊社の「自主避難所運営

マニュアル」に沿つた内容にて、その役割を担いまづ。

■指定管理者としての役割

・ 施設責任者又は施設責任者代理者は、避難所の開錠時、施錠時に立ち会います。
・ 避難所の運望、開設、閉鎖に協力します。
・ 必要に応じ、避難所の運営、開設t閉鎖を行います。
・ 避難所とならない場合でも、避難スペースを提供する為の運営、開設、閉鎖を行います。

■従業員への研修

・ 避難所として運営、開設、閉鎖が必要になつた際に、避難した者の不安等を和らげるとともに、
被災を未然に防ぎ、気象情報等必要な情報が提供できる為の研修を行います。

■災害備蓄品の用意

クち

・ 自主的に、 を行います。



Ⅲ-4-1.温 浴施設その他貸館業務全般について

日常管理

日事故やけがを未然に防ぐ日常管理による予防
事故や怪我の発生するI)スクに対して適切な予防措置を講じていきます。

■設備や用具の管理

・ 日常点検の徹底により、設備や用具の破損等の迅速な対応に努めます。
・ 用具の使用方法は正しいか、という視点で利用者の状況に常に留意し、
用具の誤つた使用による事故の防止に努めます。

・ 施設内の機器等、利用者が直接触れるものに対しては、特に日常点検
を徹底します。

・ 施設、設備の日常点検を行い、良好な状態に整備・更新を行います。
■不具合の早期発見と早期対応

日常の巡視点検にて什器・備品等の劣化・損傷等をチェックすることで、早期に破損。変形・変色等
を発見します。部品の交換や修理が必要になったとき、迅速に対応できるよう代替品の有無を普
段から把握しておき台帳に記載します。

イメージ

イメージ

■ 応急用各種備品の常備
・ AEDや応急用品(医薬品、救急品)をはじめ、応急用器材(担架・車椅子等)を
常備します。

■「安心安全Box」の設置
・ スタッフからの目からだけでは気づくことができない、小さい子どもを持つ保護者からの視点や、
足腰が弱くなってきている高齢者からの視点などを集めて、安心と安全を提供できるよう、利用者
の意見を収集できる「安心安全Box」を設置します。

■ 危険動植物への対応

・ 利用者に危険が及′Sヾ動植物について、注意喚起の看板を設置します。
・ スズメバチやセアカゴケグモ等、利用者に危険を及ぼす小動物は、危[父′性が高まる季節に重点的に
巡回を行い、生息個所の把握や八チトラップの設置による駆除等、適切な処置を行います。

・ 周辺施設や地元住民等との連携を密にし最新情報にて適切な対応がとれるよう努めます。
・ 万が一の事態に備え従業員が迅速かつ適切な処置ができるように教育及び訓練を行います。
■ 気象情報などに関する注意の啓発

・ 落雷、豪雨、台風、竜巻などによる事故が後を絶ちません。事故を未然に防止するためにも、災害が
接近 している場合は建物内への避難を促す看板の設置や、天候状況に応じた利用者への呼び掛け
等を実施します。

・ 必要に応じてそらまめ君 (環境省大気汚染物質広域監視システム)により微小粒子状物質(PM2.5)
の情報を収集し問題が発生した場合は利用者に対する注意喚起を実施します。

・ 」アラート(全国瞬時警報システム)からの情報も、近隣行政機関から入手できる体制をとり、警報が
発生した場合は利用者に注意喚起を実施します。

・ ポスター等の掲示により日常的に視覚に伝えることで、利用者の意識の向上を図ります。

■ 不J用者への注意Π奥起

・ 館内のポスター掲示や、フロントで事故防止に向けた注意事項のパンフレットを配布するなど、利用
者への注意喚起を行います。

f/:



Ⅲ-4-1.温 浴施設その他貸館業務全般について

E清掃による衛生管理の徹底

清掃の徹底により、細菌・雑菌などの発生を抑え、利用者の衛生面での安全確保に努めます。

また衛生管理者を配置し、保健所の定める維持管理要綱に従い適正に管理します。

■ 感染症予防対策の徹底

・ お風呂・更衣室での脱糞、施設内での嘔吐が
あつた際には速やかに消毒対応を行います。

スタッフや利用者には手洗い、うがい、消毒

を必ず行つてもらうよう徹底します。
を導入し、

利用者にとつて清潔で快適な

環境を維持します。

・ 汚れの性質を熟知し排
除する専門技術により、

施設全体が均―な品質
となるよう清掃します。

■ 日常・定期清掃における
セルフチェック

日常清掃員
 統一された
衛生マネジメントの下に
それぞれ担当者が

連携して管理を行います

お ′

運営スタツフ

■ 効率的な清掃計画管理

いつて誰が、どの場所を、どのような

方法で行うかを示した作業の工程表

となる作業計画書を作成します。

建物の状況に応じて清掃対象作業

(場所、作業概要、作業回数)、 時間(実

施日、作業時間及び時間帯)、 清掃担

当者 (人数、氏名)、 作業方法が記載さ

れた作業手順書を用意して、誰が行つ

ても同じレベルで着実な清掃が行わ

れるように徹底します。

β

轟
10

,濠

k
清掃業務担当者は「日常清
掃実施確認表」でセルフ

チェックを行い、業務責任

者は「作業チエツクシート」に

基づき仕上りをチェックし、

業務の品質を高めるため必

要に応じ改善教育を実施し

ます。

定期清掃業務は「定期清掃作業確認表」
で定期清掃会社がセルフチェックを行い、

業務責任者は「作業チエツクシート」に基

づき仕上り確認を行い、不備箇所は直ち

に手直しを行います。

瞳定期清掃員

■ 環境衛生管理業務

・ 関係法令等を遵守し、安心を感じる水と水質を安定して提供できるよう運営企業と連携して
より積極的な衛生管理を行います。

■ 日報や報告書管理の徹底

・ 日々の業務完了時には維持管理業務区分ごとに日報を作成します。従業員はその日報を基に
必要に応じて現場チエツクを行い、業務の実施状況を確認します。
C 定期保守点検等で再委託先が業務を実施する場合は、従業員が随時現場巡視を行い不備・不
具合を確認するとともに、業務完了時に従業員が現場チェツクを行い、業務の実施結果を確

認します。再委託先の責任者に作業実施報告書を完了確認後に提出させ保管します。

・ 万一、不備が判明した場合は、直ちに是正対応を行い、修理・補修等が必要な場合は、迅速に
対策を講じます。
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設備管理
施設の暇疵による事故を未然に防ぐには、施設の老朽化や破損、危険個所等の欠陥を早期に見つけ出
し、その欠陥を除去することにあります。当社では、計画的・体系的に巡視及び点検を行い、異常が発見
された場合には直ちに必要な処置体制を構築し、利用者の安全確保に努めます。

日施設のドクターとして利用者の安全を常に意識した維持管理
今回の対象施設 には多様な要素がありますが、当グループはこれらの全てにおいて実績を有してお
り、トータル的 な管理運営の実現が可能です。
当グループが有する「施設のドクター」としてのノウハウを最大限に生かし、安定した管理と利用者に
対しての安全性を重視し、全従業員が日々の業務を正確かつ迅 速に実行する風土の構築を欠かしま
せん。この「凡事徹底」の精神を、当グループが当該施設の維持管理を実施する上での方針として掲
げ、実現していきます。

ロライフサイクルコストを見据えた修繕計画
・ 竣工から解体までの建物の下生にかかる費用(ライ
フサイクルコスト)のうち、維持管理や運用にかかる
費用は、初期の建設費に比べて約3～4倍も必要で
あるといわれ、運用管理費を抑えることがライフサ
イクルコスト削減の重要なポイントといえます。
。 そこで、毎年の業務として修繕計画の策定・実施を
行い、巡回点検や保全管理の実施により予防保全
に取り組み、設備の高品質を維持すると共に、設備
機器の延命化を図ることで修繕費や更新費の低減
を図ります。

日予防保全を基本とした設備保守点検
設備の機能や性能の維持を目的とし、予防保全の徹底による効率的かつ経済的な保守管理を行います。
設備機器それぞれに対して日常点検や定期点検を実施し、設備機器の機能や性能が一定水準を下回る
前に回復処置を講じる「予防保全」を実施します。

■ 基本的事項
・ 設備機器の表面の清掃や塗装、油の注入等の日常手入れを実施することで、耐用年数の延長によるコ
ストの削減を図ると共に、異常の早期発見に努めます。

・ 施設内の設備等について、法定保守点検回数以外にも毎月及び日常の点検を実施し、故障や破 損等
を最小限に抑え、耐用年数の延長を図ることで修理費の削減を図ります。

・ 専門技術者が実際に施設に出向いて実施する設備点検をスケジュール化し、現場任せにしない維持管
理に努めます。                       ト

■ 従業員による修繕の実施
・ 弊社の専門知識 ,技術を遺憾なく発揮し、早期対策と簡易修繕を職員によって実施します。数多くの
施設管理経験に基づき、事前予知による予防メンテナンスを細目に実施し、大規模修繕にならない
ように日々配慮します。
・ 従業員に営繕経験者を配置し、施設の修繕については極力自社で実施します。
E日 常的な水道検針
・ 施設管理において漏水を早期発見するために、水道検針を日常的な業務にしております。早期発見
による無駄な水道料金を抑制することと併せて、建物へのダメージの軽減にも努めます。

日設備管理業務インスペクション
設備管理担当企業には設備管理責任者以外の建物管理専門家がいます。その専門家が年1回、施設を
訪問し、客観的に業務品質をチエックします。本チェックにより業務品質向上を目指すとともに、日々マ
ンネIJ化しがちな日常業務への気づきの契機を与えます。

/1,



Ⅲ-4-2口 危機管理

緊急対応 (フローチヤートの整備)

緊急事態が発生した際には速やかに対応を図り関係各機関との連携を保ち、利用者の安全確保や施設

の維持に努められるようフローチヤートを整備して体制を整えます

日非常事態時は各機関と連絡を取り、被害を最小限に ます

・ 迅速な情報伝達と情報管理や混乱を回避する為に非
常事態時まずは、災害対策本部を設置します。災害対

策本部は、指定管理者の代表企業が中心となり、担当

部署、関係機関と連携し、各種事案に対し情報共有や

バックアップ体制を構築しすることで、施設の安全確

認・被害状況確認、人的支援等、臨機に対応します。

・ また、非常事態の事案ごとに区分を分け担当者を明
確にして、事案に対応した内容にて迅速に動きます。

湖農長

Hとくに発生の可能性が高い犯罪・トラブルの対応

・ 緊急時の対応の中でも、日常的に起こりえる可能性の
ある犯罪・トラブルに関してはtとくに対応を明確にし

て、そのような場合の当グループが考える緊急時の体

制として、発生したリスクを最小限に抑える早期回復

手段をとります。

・ いかなる危機にさらされても、利用者の安全を第一に
考え、葉外を極小化し、一刻も早い事態の収束を目指

すために、万全の危機管理の体制、対応方策を構築し

ます。

日人身事故発生時の対応

人身事故発生時に備えて、館内に はAEDや医薬
品などを装備します。人身事故発生時はインカム

を利用発見者がその場を離れることなく一斉連絡

し、応援人員を呼ぶなどの体制をとります。

また、事故発生時の緊急連絡体制を定め必要に応

じて、救急対応や救急車の要請に努めます。

■ 発見通報による従業員の行動

。事故を発見、もしくは利用者の通報により、事

故を認識次第、複数の職員が事故現場へ急行し、

状況を把握すると共に、必要に応じた措置を施

します。

・ 傷病者の意識確認、呼吸・脈確認などによる、
救急処置を行います。※意識が無く脈が弱い場

合は、傷病者へAEDを装着し、操作を開始しま
す。※呼吸・脈拍が無い場合は、直ちにAEDを
装着すると共に、CPR(心肺蘇生)を行います。
・ 傷病者の安全確保、救急隊の経路確保、周辺に
いる他利用者による物見者整理を行います。

連擁 連積

爾機構張担当部4

電力会社
駆鰯爾続

リンつワー
'ス
 'サ  ピ″ウ主ア

健―
騨 ti。鮨。子X3
代載取博響

`

C傷

発見・当事をからの届け出

施設内(事務″F)へ連絡

担当者を現場へ

必要に応じて警察に連絡

草津市健康福祉部長寿いきがい課高齢者福祉係

今後の対応策を検討、周知させる

不審若 不零物
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Ⅲ-4-2. 危機管理

安全確保に向けたマネジメント体制の構築           i
H余裕ある人員体制の確保
事故が起こるケースとして、業務が多忙になり意識が薄くなった際に事故が発生します。あらかじめ余
裕のある人員を配置することで緊忙時への対応を可能にします。

ロマニュアルの整備
自然災害や予知のできない突発的な事故については、当グループ定例会において「Iジスクマネジメ ント」
に関する協議を行い、あらゆる災害を想定した対応策を検討します。事前に従業員間の連携体制や「緊
急時対応マニュアル」の完備等により、的確で迅速な対応を行います。

日安全に対する高いスキル維持に向けた研修体制
事故・予防の対策及び災害や事故対応の為の研修・副‖練を定期的に実施します。

■安全研修内容

安全講習全般。心肺蘇生法
(AED含む)・救急搬送・緊急時
対応訓練等の緊急事態訓練研
修を発生場所の想定を変えて
毎月実施しています。

視と研修

心肺蘇生法研修 (AED含む )

応急手当研修

浴室教助Ⅲ丼億

人身事占費発生時対応削練

災奮発生時対応訓篠

地震・風水害発生時対応訓繰

■各種安全研修詳細

災害発生時対応訓練 (トリアTジを導入した訓練の実施)
単なる避難誘導]|1練だけではなく(利用者の障がいの有無や既
往歴の状況、ケガの】犬況などから救急搬送の順位を設定する「識

黎型勇濡 径皇縫ピ憂J〆
訓練」及び重度の方への「AED・心肺

机上

の頭文字から取つた言葉です。
イラストを見て子どもの行動パターンを推察し、どんな危険が隠れて
いるか列挙し、事故を未然に防ぐための対策を討議する研修です。
Ex.右の図をみて、プールに潜んでいる危険を見つけて議論します。
危険と考える様々な意見がスタッフの安全意識を高めます。

心肺蘇生法研修 (AED含む)
施設にて誰かが急な心停止で突然倒れた緊急時にAEDを使つた
一次救命処置が正しくできるよう定期的に『救命講習の研修』を受
講することで、常に自身を持つて対応ができるようにします。

1損害賠償保険の加入
不慮の事故に備え、損害賠償保険に加入して
十分な補償に備えます。

日再発防止対策への取組
発生した事故の原因究明はもとより、未然に事故

左 :トリアージタグ

IIIIIIIIIIIIIIIII

…

保険金額

特綺彙頂等

を防止できた軽微なトラブルなども含め小さな事例に
アルの改善・更新を行います。

妻細 目

ついてもデータを蓄積し、予防策の検討。マニュ



Ⅲ-4-3.個 人情報保護

1厳格な個人情報保護マネジメント体制

情報公開の透明性確保の一方で、取得した個人情報については、厳格に管理する運用体制を整備します。

Of国人情報保護マネジメント体制の整備と守秘義務の徹底

本施設で、利用者の氏名・生年月日・年歯令・性別・住

所,電話番号等の個人情報を取り扱います。

収集した個人情報は、「個人情報保護方針」、「個人情

報保護規定」「個人情報保護要綱」を制定しイ国人情報

保護を徹底します。また、「就業規則」により退職後も

含めた、職員の秘密保持義務を規定します。

・ 個人情報保護マネジメントシステム確立後も各業務責任者が日常的に検証を重ねるとともに、法律・
条例・規定等の改正に適切に対応するなど継続的な改善と適正な運用を図ります。

② l回人情報を取り扱う全従業員に対し「個人情報保護研修」を実施

。 OJTに よる現場教育

各種会議や業務ミーティング時において必要に応じて個人情報保護の運用についてのモニタリング

を行い、是正が必要な事項については逐次現場レベルでの教育を行います。

・ 研修プログラムによる系統的な教育
個人情報を取り扱う全従業員に対し年に1回以上の集合研修(講義)を義務づけ、社内で実施する内

部規程、セキユリティ対策等について教育を行います。

霞人情IE俣扇法鶏葉

抵員の建漁憩革

露種基盤の強化

び

おを毎へのアビー
'レ

勤夕虔

鱚諷霞I毎上

偶入輔韓肩減t'スク団薄

0個 人情報漏洩保険の加入

・ 万二に備え、個人情報漏洩保険に加入しま
す。情報漏洩が発生した場合にも十分な補

償をすることができ、草津市や市民の方々

にご迷惑をかけない対応を図ります。

企業が公開すべき情報は多岐にわたります

が、情報開示と透明性の確保は公平性の担

保と企業のコンプライアンスを構成する欠

かせない要素と考え、情報開示を積極的に

行うことは第二者視点での監視を強め、不

祥事防止につながると考えています。

保険金領

特鵠彙項等

1情幸限公 開 の 考 え 方 に つ い て 情報公開への姿勢が起業を不祥事から救う

鰈
一”一
一

．́
一一
一■

干
中”
一
一

0情報公開への対応
『滋賀県情報公開条例』に基づき、保有する情報や文書の公開・開示に努めます。

指定管理者自らが情報を提供する「情報提供」と、市民からの求めに応じ情報を開示していく「
1情報開

示」により、総合的に情報公開の推進を図り、業務の透明性を高め、「市民から信頼される指定管理者」

という目標をもって情報の品質並びに信頼性を高め、開かれた施設運営を行つています。

また、業務上知り得た情報等については、守秘義務を守り、第二者には漏洩しません。

② ホームページからの情幸限公開

・ 施設の管理運営状況(Facebookや Instagramなど)、 団体の概要、各種規則、市民・不u用者アンケー
トの結果などを情報公開いたします。

EEE
E■ ■
E■ ■
EE■
■■・吾B

食 票

29



Ⅲ-4-4.苦 情対応等

日利用者の声に耳を傾ける利用者要望の把握

■ 利用者の利便性を高めるだけでなく、まだ利用さ
れていない方も新たに利用するためのきっかけ と
なるアプロニチをしていきます。

■ 他の公共施設の運営経験を活かしマーケティング
手法を最大限に活用して効果的な広報ツールを割
り出し、戦略的なプロモーション活動を展開します。
利用者の来館を待つという姿勢ではなく、来ても
らうためのアプローチを積極的に実施します。

日 利用者懇談会やアンケート結果、教室や事業への参
加人数、稼働状況を、施設の稼働率・利用人数の両
面から総合的に判断・分析しニーズの反映につな
げていきます。

利用者賂験会

‘
趨
Ｔ
島
臨

彗
´
載

E フェイス・トウ
フェイス

利用者のニーズ 利用者のご意見

ニ ー ズ の 把 握 内 容

ニーズ調査の実施

ご意見箱の設置

利用者との

コミュニケーション

日苦1盾・ご意見をサービスの向上ヘトラブルの未然防止と対処方法
・ 利用者とのトラブルには、運営に対する苦情要
望をはじめ、怪我や病気、利用者間の揉め事等、
様々な事例が挙げられます。

・ 対策においては、トラブル発生時から解決まで
のプElセス及び対策を水平展開することによる
「未然防止」、同様のケースが起こつていないか
確認する「事案確認」、トラブルの真の原因を追
及し対策を施す「再発防止」が重要と考えます。

・ どのケースにおいても、初期対応及び誠意ある
態度を取るとともに、安易な対応を行わないこ
とが重要であ り、従業員全員に対し、対策フ
□―の考えを踏まえた危機管理意識を徹底さ
せて未然防止及び再発防止に努めます。

幸
内容の明確化

原因の追究

夕ヽす票の立果

未然防蝉 発防止

琴伴Ⅲ甚了
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Ⅲ-5-1.職 員配置

1適材適所への配置によリパフォーマンスを高め運営目的を達成

我々の業務はモノを作つて販売する仕事ではなく、スタッフの行う行動・発言がすべて商品となる仕事で

す。だからこそ、適材適所であることは、スタツフのモチベーシヨンの向上や、パフォーマンスの改善が期待

できます。その為には、スタツフを正しく評価することや、能力を発揮しやす い人員配置をすることを意識

して、組織の活性化につなげていきます。

下の図を参照に、新卒者、からベテランまで、バランスを考えて配置を行います。また、下記の運営 組織図

では指揮命令系統と役割・責任を明確にして運営部門と設備管理の連携、また、近隣エリア の同様施設と

の連携を取りながら繁忙期、緊急時等はフレキシブルに対応にて運営を行います。

■役割を明確にしたシンプルな組織図

革淳市立 なごみの郷 指定管理 組織国

リンクワークス、費サ・ビルウェア共同事業体

窓口業務(利用の受付、金銭― )

館内素肉、奉:む隠の朗隅
歯品の賞出、照明、空田曽の調整
クレーム対鼠 暉 活動
日常の清掃、巡回
自主事業―

・指導
ケガの隠の散嵐
各覆詳可の承認

覇障識増目止linkworks

■責任者の役割と経歴能力

螂 鷲 烈騒に、悩 田 邑 潤 К ヂ 瀬 日日B

施 設
―

艇    (― 、空

―

―
の詭

各中

株式会社羹サ・ビルウェア

リンクワークスゲループ
近隣エリアからのパツクアツプ

緊急時・素忙時縣等撃鍬こ応して

人員のサポートe衛 ぃます。

愛獲町ラポール翼荘健康ブール

大輝市におの浜ふれあいスポーツセンター

大津市角良げんき村
高島市びわ湖脅少年の家

続拮羹任者
(1,

軽理A任看
(本部予務 |

澄室奮理A任者
(1)

運営育野目任お
(1)

草津市立
なごみの郷
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Ⅲ-5-2.人 材確保・育成

四人材育成への取り組み【各種研修内容と年間実施計画】
当施設において望ましい指導技術や接客・接追技術を身につけることはもちろん、「公の施設」の管理運営
に携わることに対する誇りや責任感を育み、自ら成長しようとする自律性が育まれることを目標として
人材育成に取り組みます。

■基本業務教 育 職員は以下の研修を受けた後、業務に従事します。

指定管理施設のスタッフと
して、公共施設としての知
識と理解を徹底します。

入社時だけの研修ではなく
既社員、既アルバイHこ対し
て 、常 に リ ニ ュ ー ア ル し た 内

基本業務教育

容に併せて、定期的に継続
して研修を行います。

安全教育 (応急手堅)

■各種スキルアップ研修  職員に対して以下の研修を定期的に行います。

(T例 )時事対応研修
「八ラスメント防止研修 』

八ラスメントは防止。予防
が大切です。Aラスメント
とは「相手に不快な感情
を抱かせること」です。職
務上の地位だけではなく、
人間関係や専門知識、経
験などの職場内における
様々な優位性による行為

も八ラスメンHこあたります。Aラスメントを発生させないためには、防止・予防が大切です。何が八ラスメ
ントになつてしまうのか正しい知識を知り相手を不快にさせないマナー・コミュニケーションを身につけます。
(―例)介護予防運動研修 介護予防プログラムの作成と実施

高齢化が進む日本では、介護予防という観点でも様々な取り組みが進められています。病気や介護に
依存せずに生活できる期間、すなわち健康寿命を高めようと意識する高齢者も増えています。
年を重ねてもできるだけ自立した生活を送りたい、病気や怪我で身体を動かすことが難しくなっても、
できるだけ回復を目指してこれ以上の悪化を防ぎたいと多くの方が考えるのではないでしょうか。
高齢者の健康寿命を伸ばすためのサポートを行う介護予防のためのプログラムの作成と実施をします。

ロスタツフのやる気を高め、自立的な自己研鑽を行います。
PCDAマネジメントサイクルによる測定効果 E PCDAサイタル

人材育成は PDCAマネジメントサイクルを踏まえて実施します。すべての研
修プログラムは年間研修計画に基づいて開催します。
研修終了直後は「聞き取り]′」ヽテストJレポート」のいずれかを行い、研修の効
果測定を義務づけます。曹らに研修の効果が、実際の行動変容となつて表
れているかを見極 めるため、研修終了から3ヶ月後程度を目途に、講師また
は施設長から受講生と主任にヒアIプングを行い、研修プログラムに対してフ
ィードバックします。その結果、人材教育そのものをスパイラルアップします。

俗

指定管理震務研修

職員・パート基本研修

CS羽昭4

安全奮IttlE続研修

専門研修 (介護予防運動 )

毒岡翻儀 (子ども対応 )

専門研修 (設備簿埋 )

崎事対応研修

八ンディ宇ャップ研修
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Ⅲ-5-2.人 材確保・育成

【人材の採用の考え方とその確保能力等】

優先順位に沿つて人材の採用を進めていきます。

確保能力に関しては、下図優先順位1および2にて対応が難しい場合は、

弊社の正職員約 106名、パートアルバイト約 350名の既従業員の活用にて対応します。

【人材採用のフロー図】

優剤
硯肩用者の盤編口用 現在雇用されている従業員の方の継続雇用

可能な範囲で現雇用条件を維持

施設運営に関して今までのノウ八ウを軽承

優2
地元採用者

尋

与

1新入社員研修の内容について

【人が商品であるからこそ6カ月間 時間をかけて人材を育成します。】

私たちの仕事は「ヒトづくり」です。

モノを作つて売る商売ではなく、ヒトがヒHこ対して目に見えな

いサービスという商品を売ります。

だからこそ、ヒトの育成を大切にして、時間をかけて育成します。

一流ホテルをフィールドにした新入社員研修は、様々な指導の

技術を覚える前に、サービス業に係るヒトとしてどうあるべきか
「あいさつ」「言葉使い」「話し方」「立ち振る舞い」など

ヒトとして基本となるとても大切で大事なことを身に着けます。

この6か月間の研修が[inkworks staffの 基礎となります。

優忍
弊社からの転勤

4月～10月 月間の研修

事業計画書R19に明記している内容のとおり
市内雇用者へは地域手当乞支給

従業員であり近隣住民でもある地域とのつながり強化

買任者については弊社からの転勤者を予定しています

現雇用者・地元応募者が少ない場合の対応となります

既弊社従業員での対応となる為、人員不足1よ安心

研修への私たちの願い

1仲間をつくろう

2.やらず嫌いではなく、まずはやつてみよう

3,楽しいを仕事にしよう

4.なんでもいい、自分だけの力を身につけよう

5,気くばりを身につけよう

11月～適正にあわせて配属
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Ⅲ-5-3.職 員の労働条件
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Ⅲ-5-3.職 員の労働条件
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Ⅲ-6-1.市内巡回バスの運行

現行の運行を基本として、安全教育を見直し継続します
現在運行しているヨースに関しては、当初から変更を行わず、まず利用状況の確認を行います。
そのうえで、巡回バスについて、利用の有無に関わらず、利用者様ヘアンケートを実施のうえ、
運行コースについての見直しを検討します。
ただ、運転手の安全教育に関しては、再確認を行い、安全巡回バスの運行に努めます。
0運 行コースの確認

Aコース 志浄南・志津・矢倉方面

8コース JR南革津駅西口・玉川。南笠東・を上方面
Aコ ース

Cヨース 草津・山田方面

●

Dヨース JR革淳駅西日・草津・草浄第二・笠縫方面

Eコース JR草浮駅西日・草津第二・笠機栗・常盤・下笠方面
午前

年後

O

● :

O午前運行 ●午後運行 ★2025年4月からの追加運行
※運行が行われていない火曜日については現状を確認の上、追加運行ラ定

80-ス
工丼1,商こ 1ヽ  そ■万価ょ

停阻鳴Ⅲl

輯
一瑯

"ヽ

イf`向′(ス倫

に,丘百口AR(学

′ヽ,ラごザ′フる爵
~~~~~~

ｎ

一勇 卿
一Ш

,Rれ■力・ヽ Eミこ】(フユ‐えリ マート議)

励゛
'1割
地,ヽスr

Ｄ

一前

一

Ю

一０

一

条t鳥い,f"′
`う
正′′ヽス悸

央ta llス 海
~｀ ~ ~~~

Cコース

碑望すBIF
イ
=魏
彊踏

”

一静

発

ヮ

一
フ
　
”

‐６

一お

”
一”
一カ

l瑠 ノ

1つ イ10なこヲ,の瑯

●

O

現行と同様の10人乗りの
ワンボックスカーを予定

憲津鳴・志r tta方霞

層霞颯所
霊製曰

'主
路 ′こ踏 :重路

悪′▼理
=つ
つくイ)センフー

,Aる録寅壱窮(頭行き,
5層町自な金億薦

陽のと1豆 や まめパス属
暉澪唄西ロボストングラtFヱ 鴎前

3霞ク1ジニック

Dコース

l螂司▼工路
イ,研4析

〕κよテ■貨瘍

けi'■・71,ll,パス1,

Ⅲ
'■

I18,(ス 1,
挙

一″

一

哩杏

'お
切11う

た語差景鬱Jムス停

B距お大驚ノ(ス停

コ
一
ｆ２Ｂ

開

一】

一

ュ

一イ

一

”
一蜘
一卸
中一騨一Ｗ

Eコース

OR=ユ

''釈
商〔「I 革4弱二 重輯照・君熾 笠ヽ方重

1,日ヽ所

醇一山
磁一蜘
婢一翔一瑯
一跡一”

ｎ
一部
一“

■

一』

一い

② 今後の改善点
・巡回コースについて、市内の他の公共温浴施設 (ロク八荘 )、 民間の温浴施設 (スーパー銭湯)を考慮すると
必ずしも市内全域をカバーする必要性があるのか、とくに、回ク八荘と連携を取ることで、お互いに近隣の
の市民に対して、より互いの施設を利用していただきやすい巡回バスの運行が検討できるように考えます。
0運 転手の安全教育についての再確認事項
・運転手の運行前確認が適切に行われているか(飲酒チェック・体調確認等)
・乗り降りの際に高齢者の負担とならないようにステップや踏み台を使用できているか
。乗降時に頭や足を入口にぶつけないように見守れているか
。乗降際に、ご利用者をせかさず、ゆとりある運行ができているか
。降車客の有無を見落とすことなく確認することができているか
。扉を開める前に降車しようとしている利用者がいないか 等

O鞠
　
機 ★

体
館
ロ

輸
機

O

前

後

午
　
午

O

輸
機 ●

巡回コース 月 火 水 本 金 主 日
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Ⅲ-6-2.軽食コーナーの運営

○運営経営計画
1.基本的な考え

日高齢者を中心とした多世代交流型の施設にあった食の提供
食は安全で美昧しく、楽しいものであるべきと私たちは考えています。

なごみの郷を利用される方への飲み物、軽食および弁当を提供する施設としての役割は継続してまいり

ます。 さらに、現在利用されている多くの方は60歳以上の高齢者であるため高齢者を対象としたメ
ニユーの充実と、新たな利用者層(若年層～中年層)獲得に向けたメニューを展開してまいります。

1食に対するノウハウに自信があるからこその直営での運営
当共同事業体、代表企業となる株式会社HnkwOrksは、食に対しての実績があり、ノウハウを保有
しています。また、食を活用したイベントや施設内通貨との連携も考え、フレキンブルに対応が可能

となる直営の運営にて取り組みます。

1豊富な運営実績を活かしたサィビス

当共同事業体、代表企業となる株式会社

“

nkworksは、温浴施設でのカフェ1か所、道の駅であレ
ストラン1カ所、宿泊施設でのレストラン2ヵ所の計4ヵ所の飲食運営実績がございます。

各施設とも利用者のニーズに合わせたメニューとサービスを提供し好評をいただいています。

なごみの郷においては上記運営を活かした様 な々ノウハウを活かしたサービスを提供いたします。

兵庫県宝塚市

ナチュールスパ宝塚

和歌山県由良町

白崎海洋公園(道の駅)

滋賀県高島市

兵庫県神戸市

Ｆ
Ｉ
書

塾 煙 錘
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Ш-6-2.軽 食コ=ナーの運営

1安全で優しい食の提供

食品衛生法を順守し、管理運営マニユアルに沿つた安全な食の提供に努めております。

専任の管理栄養士による食事メニューの監修、食品安全請習を随時実施するとともに、アレルギー

対応食についても柔軟に対応し安全で侵しい食の提供を行います。

1楽しい。ワクワクするメニューの提案

びわ湖青少年の家 BBQセツト 和歌山県白崎海洋公園 しらす丼・アカモク丼

季節を感じる 地元の産品を活かす

仲間や家族で
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Ⅲ-6T2.軽 食コーナーの運営

O運営経営計画
2日経営計画

通年提供するベースメニュー、4半期ごとに変更する季節メニュー、イベント等の行事食特別メ
ニューを基本とし年間計画を策定する。フードロス削減のためにもニーズの高いメニューは維持し

ニーズの低いメニューは改良改善もしくは差し替えを積極的に行う。

温浴施設や会議室E軽音楽室を利用される方の飲食利用率を向上させるほか、地域の方々や飲食

を目的とされる新たな顧客を創造し売上げ増を図る。

3日営業時間・休業日

軽食コーナーはなごみの郷の休館日に準じるものとします。また営業時間については、イベント・企画

に応じて延長する場合があります。

なごみの郷の体館日

施設 休館日等

なごみの郷

※ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日 (以下「休日」という。)に当たるときは、
その翌日 (当該その翌日が更に休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)

なごみの郷の開館時間

施設

なごみの郷開館時間

温浴施設利用時間

開館時F日弓等

9:00～ 19:oo
9:00～ 17:00
10:Oo～ 18:30
10:00～ 16:30

(6月 1日 ～8月 31日 )

(9月 1日～5月 31日 )

(6月 1日 ～8月 31日 )

(9月 1日 ～5月 31日 )

休館日
毎週木曜日

毎月第 2日曜日

年末年始休館 12月 28日から翌年 1月 4日

軽食コーナー 11:00～ 15:00
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Ⅲ-6-2.軽食コーナーの運営

O昼食用弁当の提供方針および最大対応数量

販売商品(弁当)の内容等は次項のメニュー構成を参照ください。

弁当製造店舗

予約注文締め切 り時間

個人のテイクアウト弁当

最大対応数
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Ⅲ-6-2.軽 食コーナーの運営

経営計画に基づいたメニュー構成とその金額およびセールスポイント

I軽食コーナー 施設利用者と施設外利用者のニー尺にあったヌニュー

施設利用者は昼食 &カフェを目的としたメニュー構成を中心とします。新たな顧客層を創造するた

め土。日限定で家族向けの屋外BBQメニューやデザート系メニューを充実させます。

※商品の素材や販売価格 (税込)lよ現時点での形寇であり変更する通ともございます。



Ⅲ-6-2.軽 食コーナーの運営
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